
１　総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

 (2) 職員給与費の状況（普通会計当初予算）

　　　　　　　

（注）1　職員手当には退職手当を含まない。

　　　2　職員数は、平成31年4月1日現在の人数である。

 (3) 特記事項

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成31年4月1日現在）
　　　　

歳 円 円

歳 円 円

(注）1　「平均給料月額」とは、平成31年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。

 　  2　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外勤務手当などの　　　　　 

　　　　すべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされてい

　　　　るものである。　

31年度
千円

123

一般行政職

技能労務職

168,106

一人当たり給与費

441,443 70,304

区　　分

給与費 Ｂ／Ａ

千円

平均年齢

679,853

100

人数

期末・勤勉手当

平均給料月額

%

13.4

%

給 与 費

7,058,150

（参考）30年度平均

12.6887,331

　　　　　　Ｂ(31年1月1日現在)

一人当たり

　　　　　千円

311,607

　　　　　千円

令和元年度  標津町の人事行政の運営状況について

人 件 費 （参考）

Ｂ／Ａ

人 件 費 率

29年度の人件費率

実 質 収 支歳 出 総 額

　　　　　　Ａ

住民基本台帳人口
区分

職員数

30年度
5,347

人　

給　 料
区分

　　　　　　　千円

Ａ 職員手当 　　計 Ｂ

千円

2

人

338,600327,850

　　　　　千円

40.9 290,849

千円

5,527

 (2) 一般行政職の平均給料月額と平均年齢の推移

56.3

5,573

千円

平均給与月額

340,583

39.6歳

39.8歳

40.歳

40.2歳

40.4歳

40.6歳

40.8歳

41.歳

280,000  円

285,000  円

290,000  円

295,000  円

300,000  円

305,000  円

310,000  円

315,000  円

320,000  円

325,000  円

330,000  円

H26.4.1 H27.4.1 H28.4.1 H29.4.1 H30.4.1 H31.4.1

平均給料月額

平均年齢
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（3) 職員の初任給の状況（平成31年4月1日現在）

円 円

円 円

円 円

（4) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成30年4月1日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

３　一般行政職の級別職員数等の状況

（1) 一般行政職の級別職員数の状況（平成31年4月1日現在）

（注）1　標津町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      2　基準となる職務とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

高　校　卒 216,650

　　　3　職員の再任用に関する条例に基づき採用された再任用職員4人は、給与条例に基づく一般

一般行政職

大　学　卒

338,050

高　校　卒 148,600

180,700 192,400大　学　卒

採用2年経過後給料月額区　　　　　分

一般行政職

区　　　　分

短  大  卒

決定初任給

短  大  卒

　　　　行政職の給料表の級区分に該当しないため職員数に含まない。

157,000

168,700

経験年数
15年以上20年未満

304,350

285,500

320,685

経験年数
20年以上25年未満

351,633

158,300

0

経験年数
10年以上15年未満

266,880

241,033

職名 人数 人数 構成比 段階

主事 20人

技師 3人

主事 9人

技師 2人

社会福祉士 1人

主事 1人

主任 4人

係長 6人

１　特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う課長の職務

２　職務の内容、責任の程度が前号と同等と認められる職務

計 96人 100%

課長

40人 41.7%
係
級

3
１　係長、主査、主任の職務

２　職務の内容、責任の程度が前号と同等と認められる職務
15人 15.6%

12人 12.5%

主査 4人

6

5

4

2人

13人

31人

23人1

１　課長補佐、主幹の職務

２　特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う係長の職務

３　職務の内容、責任の程度が前各号と同等と認められる職務

１　課長、参事の職務

２　特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う課長補佐、
主幹の職務

３　職務の内容、責任の程度が前各号と同等と認められる職務

構成比職員数基準となる職務職務の級

2 相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

定型的な業務を行う職務

内訳

2.1%

13.5%

32.3%

24.0%

課長補佐

2人

11人課長

職制上の段階

32人 33.3%

係
長
級

9人 9.4%

15人

2人

主幹 3人

係長 22人

参事

主
幹
級

15.6%
課
長
級

6人

2



  

４　職員の手当の状況

（1) 期末手当・勤勉手当

千円

（30年度支給割合【一般職員】） （30年度支給割合） （30年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

未発表

1.85

6月期

・管理職加算  10～25%

0.95

6月期

合計

標  津  町

1.3751.375

 (2) 級別職員数の比較（各年４月１日現在）

・役職加算  5～20%

1.225

・管理職加算  10～25%

0.95

1.851.85

・役職加算　5～15%

2.60

12月期12月期

2.60

6月期 1.225

合計

1,344

未発表

1.375

1.225

北  海  道 国

12月期

0.90

0.95

0.90

１人当たり平均支給額（30年度一般行政職）

0.90

2.60

・役職加算  5～20%

合計

１級

24.0%

１級

26.0%
１級

24.5%

２級

12.5% ２級

10.4% ２級

6.4%

３級

15.6%
３級

13.5% ３級

17.0%

４級

32.3% ４級

31.3%
４級

34.0%

５級

13.5%
５級

14.6%

５級

14.9%

６級

2.1%
６級

4.2%

６級

3.2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成31年の構成比 1年前の構成比 5年前の構成比
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（2) 退職手当（平成31年4月1日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　勧奨・定年

勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

定年前早期退職特例措置(2%～45%加算) 定年前早期退職特例措置(2%～45%加算)

千円

（注）退職手当の1人当たり平均支給額は、30年度に退職した職員に支給された平均額である。

 (3) 時間外勤務手当

千円

千円  

千円

千円

（注)　一般会計に所属する職員

（4) その他の手当（平成31年4月1日現在）

円

円

円

円

円

手　当　名

204

千円

17,617

19.669524.586875

47.709

13,217

支 給 実 績 （ 29 年 度 決 算 ）

17,054

47.709

自己都合

28.0395

39.7575

28.0395

39.7575

19.6695

職員１人当たり平均支給年額（30年度決算）

内容及び支給単価

10,896

47.709

33.27075

47.709

9,660

千円

12,887

322,000

異

異

職員１人当たり平均支給年額（29年度決算）

寒冷地手当

千円

・世帯区分により
　11月～3月まで支給
    月額10,340円～26,380円

・借家月額
　12,000円
　を超える
　場合
・持家手当
　無し

・借家月額11,000円を超える
　家賃を支払っている場合、
　家賃額に応じ28,000円を限
　度に支給
・持家　5,000円

異

標     津     町

支 給 実 績 （ 30 年 度 決 算 ）

国

１人当たり平均支給額　　　　

47.709

47.709

自己都合

33.27075

・町長が指定する課長職等
                  35,000円
・課長、参事職    30,000円
・課長補佐　　　　25,000円
・主幹職 　　　　 20,000円

区分

通勤距離
区分13区分
2,000円～
　31,600円

異

2,117

千円

平均支給年額

級地区分

201

81,388

国の制度と 支給職員１人当たり

（30年度決算）異なる内容

10,665

171,821

扶養手当

・配偶者　          6,500円
・父母等　          6,500円
・子　　　　　　　 10,000円
・15歳～22歳までの子
　           1人5,000円加算

住居手当

通勤手当

管理職手当

千円

24.586875

同

との異同

217,641

支給実績国の制度

93,125

・通勤距離が片道2ｋｍ以上
　の自動車等使用者
5ｋｍ未満           2,000円
5ｋｍ～10ｋｍ未満   4,200円
10ｋｍ～15ｋｍ未満  7,100円
15ｋｍ～20ｋｍ未満 10,000円
20ｋｍ～25ｋｍ未満 12,900円
25ｋｍ以上　   　  15,800円
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５　職員数の状況

(注) 1  採用の内訳は、事務職4人、技師1人、看護師6人、理学療法士1人、保育教諭5人、再任用職員4人の計21人。

（各年４月１日現在）

職員1人当たり人口　　　　　　　　　　人

職員1人当たり人口　　　　　　　　　　人

職員1人当たり人口　　　　　　　　　　人

（注）[     ]内は、条例定数の合計である。

     4  その他は再任用職員の任期満了等による退職。

0

     2  派遣満了は、国、北海道、一部事務組合等の機関に一定期間派遣されていた職員。

6

4

6

15

その他31年度

▲ 515

26

3

普通

15

83

（1) 職員の採用及び退職者の状況（平成30年度途中採用及び退職・平成31年4月1日採用）

一般職

14

10

6

0

徴収業務部門強化のため増

3

29

職 員 数 対前年
増減数

内技能労務職

0

     3  派遣は、一部事務組合等に派遣した職員。

一
般
行
政
部
門 衛生

▲ 1

86

0民生

1

3

土木

差引

（2) 部門別職員数の状況と主な増減理由

6

普
通
会
計
部
門

死亡

企画、防災、職員部門の増

人事異動による観光部門の減

10

0

0

0

合　　計
[ 186 ］ [ 186 ］

176

00

30.38

＜参考＞

36

3

3

税務

総務・企画

166

議会

商工

7

2

3

派遣満了

採用

30年度途中

10

14

10

2

農林水産

6

＜参考＞

117

34

123

▲ 1

0

小計 3

37

40 4
公
営
企
業
等

教育部門

病院

小　計

0

43.47

看護師の採用

7

0

7

0

小　計

＜参考＞

下水道

水道

4

3

49

その他

53

会
計
部
門

62.17

0

0▲ 5

部　　門

派遣

0 0

定年 勧奨

主 な 増 減 理 由

退職
区分

0 0

区　　分

平成31年平成30年

5



　

20

※  平成31年4月1日現在の年度当初職員数203人の内訳は、役場176人(病院・教育委員会等職員
　含)、根室北部消防事務組合標津消防署22人、根室北部衛生組合5人。

（単位：人）

～

  本計画は、平成23年4月に策定された標津町ふるさと新生プラン・ステップⅡにおいて、町が人件
費を支弁している全ての職員（役場、病院、消防などの職員）数から、前年度定年退職者数の2分の
1の人員を補充することを基本として推計する目標。

～

60歳52歳20歳

人

 (4) 定員管理の数値目標及び進捗状況

①  定員適正化目標

56歳

計

48歳

～

12

36歳

～

40歳 44歳

以上

～ ～区　分

23歳 31歳 35歳

～

20歳 24歳

39歳

13

人 人

32歳

13

28歳

～

47歳

4

人 人人 人

～ ～

退職者数⑤

年度末職員数⑥（(③＋④)－⑤)

定年補充

未満 27歳

新規採用職員数②

②　定員適正化計画の年次別進捗状況の推移（平成31年4月1日現在）

人

15

区    分 H29

43歳

年度途中採用職員数④

人

H27

その他

13

11

人 人

174

168

年度当初職員数③（①＋②）

19

（3) 年齢別職員構成の状況（平成31年4月1日現在）

176

H26

4

15

▲ 10 ▲ 12

183

1

174

15

178

1

14

前年度末職員数①

職員数

内　　訳

人 人

619

610

177

H30 H31H28

186

17

177

3

2814

14

178

193

186178 178

11

51歳 59歳55歳

▲ 12

184 183

▲ 18

192

3

3

▲ 8

※  平成31年度当初職員数までは実職員数を記載し、平成31年度退職者数は年度末退職予定者数を記
　載。

※  平成31年4月1日現在の新規採用職員数17人の内訳は、役場15人(一般職員11人、再任用職員4人)
    消防2人

03 81

▲ 9

194

8前年度との比較⑦（⑥－①） 6

5 3 3 6 0

1

16

203

9

1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

構成比

5年前の構成比

%

6



※  分限処分とは、公務能力の維持を目的に職員に対してされる処分で制裁的なものではない。

区         分

0 0

標津町職員服務規程に基づき、町民全体の奉仕者としての職責を再度自覚させ、地方公務員法な
どの法令及び上司の職務上の命令に従うよう職員に指導。

0

懲戒処分

免職 休職

※  懲戒処分とは、職員の義務違反に対して責任を問い、秩序の維持を図るための制裁的な処分。

1 01

戒告

0

免職

週休日勤務の場合 振替休暇による代休措置

総取得日数（ａ） 全体対象職員数（ｂ）

内             容

 (1) 勤務時間の状況

月曜日から金曜日までの割り振り

計 計

分限処分

停職

38時間45分（1日につき7時間45分）

各課所内において調整

（2）休暇等の状況

失職

9  日

（1）平成30年度の処分状況

0 0

年次休暇

病気休暇

降任 減給

※  調査対象は、町長部局に勤務する職員。

結婚6日以内、配偶者の出産3日以内、子の看護休暇5日以内

出産（産前8週間・産後8週間）、等

平均使用日数（ａ）／（ｂ）

種         類

特別休暇

90日間。ただし結核等町長が特に必要と認める場合について
は、1年以内の期間とする。

８ 服務規律の指導に関する取組

内               容

0

７  職員の分限及び懲戒処分の状況

75  人

1週間の労働時間

654  日

時差出勤の場合

暦年20日（残日数20日を限度として繰越）

（3）職員の年次休暇の取得状況（平成29年1月1日～平成29年12月31日）

親族の死亡（配偶者10日・父母7日・子5日ほか）

６ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

午前8時30分から午後5時15分まで

7



円 ％ 円

　い。

6

中級

平成30年度末

未認定件数

2,710

　 (財)北海道市町村職員福祉協会に対する公費負担状況は次のとおりです。

10 職員の福祉及び利益の保護の状況

155 421,000

030

平成30年度認定状況

公務外

3

10

49.9

　　当町では、職員の福利厚生増進を図るため、職員の互助会として(財)北海道市町村職員福祉協会に

職員の疾病を未然に防止し、快適な職場環境の形
成を目的に開催。

定期健康診断

40歳以上は毎年、30歳以上39歳以下の職員は隔年
で行う総合健診で74人が受診。

②　職員の互助会等の加入状況

公費負担額 公費負担率 一人あたり公費負担額

初級

事  業  概  要事  業  名
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①　職員の各種健康診断の受診状況

※　町村会主催とは、根室振興局管内町村会で開催する管内4町の職員を対象とする悉皆研修。

北海道主催

（http://www.hokkaido-ctvfukusikyokai.jp/）

※ (財)北海道市町村職員福祉協会の詳しい事業内容については、福祉協会のホームページをご覧くださ

衛生委員会

会員数

（1）職員の福利厚生の実施状況（平成30年度）

　加入し、各種給付事業・福利厚生事業を実施しています。

総合健康診断

09

新規採用

９ 職員の研修の状況

町主催
専門課程

（1）職員研修参加人数の状況（平成30年度）

接遇マナー

町村会主催

3 203

総合健康診断の対象外の職員について、毎年度行
い41人が受診。

計

法務

公務上
区分

平成30年度
申請件数

3

11 公平委員会に係る業務の状況

（2）公務災害等の状況

9

  平成30年度、勤務条件に関する措置要求、不利益処分に関する不服申立てについては該当ありません。

その他

8
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